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はじめに

　本件は、馳名商標の拡大保護、知的財産権保護
の強化に関する代表的な事例として、最高人民法
院が発表した2017年中国法院10大知識産権事件の１
つに選ばれた。本件では、奮力社が飲料食品、包
装ボックス及びホームページでの宣伝に、路虎社の
所有している第12類「陸上自動車両」等の指定商品
において使用される知名度の高い「路虎」、「LAND 
ROVER」等の商標と同一または類似の標識を使用
した行為は、商標権への侵害に該当するかという問
題を巡って審理が行われ、結果、一審、二審法院は
同じ判断をした。法院は、「係争商標は、中国自動車
業界で高い知名度及び広い影響力があり、関連公衆
に広く知られており、もはや馳名商標レベルになっ
ている。奮力社が製品に商標として使用した被疑侵
害標識は、路虎社の係争馳名商標と同一または類似
であり、侵害に該当する。」と判示した。本件におい
て、法院は、「必要性の原則」、「個別認定」等の基
本原則に従って判断を行った上で、奮力社が被疑侵
害標識を商標出願しただけでなく、他の多くの有名
人や有名企業の名称または標識を先に冒認出願した
という事実も総合的に考慮し、奮力社の悪意による
買い溜め商標の行為、ただ乗りをする行為を批判し
た。本稿において、筆者は案件の経緯及び争点を紹
介しながら、商標権侵害事件における馳名商標の認
定及び悪意行為の判断、並びに関連問題を検討する。

Ⅰ　事件の概要

１．基本情報
一審原告（二審被上訴人）：捷豹路虎有限公司

（JaguarLandRoverLimited）。
一審被告（二審上訴人）：広州市奮力食品有限公司。
一審被告：万明政（深セン市龍華新区民治盛世

伍加壹百貨商店の経営者）。
判決の情報

一審法院：広東省広州市中級人民法院（2014）
穂中法知民初字第75号

二審法院：広東省高級人民法院（2017）粤民終
633号

２．事件の経緯
捷豹路虎有限公司（以下、「路虎社」という）は、

下記３つの登録商標（以下、「係争商標」という）
の権利者である。

2013年10月15日に、路虎社は万明政氏から、広
州市奮力食品有限公司（以下、「奮力社」とい
う）により製造・販売されている「路虎維生素飲
料」という商品（以下、「本件製品」という）を公
証付きで購入した。本件製品の包装箱に「路虎
維生素飲料」という商品名、「landrover路虎」及
び「LandRover路虎」文字標識、奮力社の企業名、
アドレス及び他の商品情報が印刷されており、ボ
トル表面に「landrover路虎」文字標識と、「路虎」
及び「landrover」文字が上下に並べた標識が印刷
されている。

路虎社は、奮力社が自社の馳名商標専用権に侵
害したことを理由に奮力社及び万明政氏を広州市
中級人民法院に訴訟を提起した。

被疑侵害品 被疑侵害品

商標号 商標 分類 指定商品／役務 登録公告日 権利期間
808460 12 陸上自動車両とその

部材及び部品
1996年01月21日 2016年01月21日 〜2026

年01月20日

4309460 12 ホイールカバー;本体
フレーム;ステアリン
グホイール等

2007年05月28日 2017年05月28日 〜2027
年05月

3514202 12 陸上、空中、水上ま
たは鉄道用の運搬器;
本体フレーム等

2011年９月７日 2014年10月14日 〜2024
年10月13日


